
令和６年度 当初予算概要

与謝野町

【まちの未来像】
人・自然・伝統 与謝野で織りなす 新たな未来

資料１





１ 予算編成の基本方針
住民に寄り添うやさしいまちづくり実現予算

人口減少を背景とした人手不足の深刻化、長引く物価高騰や、多様化する住民
ニーズへの対応など、町政に求められる課題は山積している状況にある。

一方で、令和５年度の機構改革により取り組んだ、多様な主体による協働のま
ちづくりの推進をはじめ、町内初となるクラフトビール醸造所兼飲食店の開設、
食用桜の商品化、京都府立看護学校等の再整備が具体化するなど、着実に成果が
出始めている。

１

新型コロナを経験し、ポストコロナ社会の令和時代を見据え、町政運営
の羅針盤である与謝野町総合計画（「３つの「み」（みんな・みらい・み
える）のまちづくり理念」と「７つの分野別方針」）に基づき、対話と
協働により、住民に寄り添うやさしいまちづくりを実現するための予算を
編成する。



２ 予算の概要について

２

（１）予算の規模（全会計）総額２０７億８４２万円（＋１．３％）

会 計 別 令和６年度当初 令和５年度当初 増減率（％）

一般会計（Ａ） １，１６６，４００ １，１８１，１００ ▲ １．２

宅地造成事業特別会計 ６，６７１ ６，６７１ －

下水道特別会計 ０ １５７，９４０ 皆減

農業集落排水特別会計 ０ ２，９５６ 皆減

介護保険特別会計 ２９６，８１４ ２８９，９４０ ２．４

土地取得特別会計 ３９ ３９ －

国民健康保険特別会計 ２２７，０５０ ２２７，５８０ ▲ ０．２

後期高齢者医療特別会計 ３９，０５９ ３６，６６０ ▲ ０．５

財産区特別会計 ９，６６３ ２１，８９６ ▲５５．９

水道事業会計 １１９，５０８ １１９，９４２ ▲ ０．４

下水道事業会計 ２０５，６３９ － 皆増

特別会計・水道事業会計合計（Ｂ） ９０４，４４２ ８６３，６２３ ４．７

全会計 予算総額（Ａ）＋（Ｂ） ２，０７０，８４２ ２，０４４，７２３ １．３

（単位:万円）



２ 予算の概要について

３

（２）歳入予算（一般会計）

自主財源

26.8%

依存財源

73.2%

町税

185,479 分担金・使用料・

諸収入等

68,162 

繰入金※

59,049 

地方譲与税等交付金

65,530 地方交付税

557,000 

国庫支出金

105,394 

府支出金

82,646 町債

43,140 

(単位：万円) 前年度比較
（令和5年度当初予算額との比較）

町税 ＋ 0.5%
分担金・使用料・諸収入等 ＋ 16.6%
繰入金 ▲ 14.2%
地方譲与税等交付金 ▲ 5.0%
地方交付税 ▲ 0.5%
国庫支出金 ＋ 26.9%
府支出金 ＋ 10.8%
町債 ▲ 44.0%

※繰入金【内訳】
財政調整基金 4億円
公共施設総合管理基金 3,880万円
地域振興基金 9,936万円
地域福祉振興基金 746万円
産業振興基金 1,266万円
ひと・しごと・まち創生基金繰入金

1,294万円

１１６億６，４００万円



２ 予算の概要について

４

（３）歳出予算（性質別）（一般会計）

前年度比較
（令和5年度当初予算額との比較）

人件費 ＋ 8.4%
扶助費 ＋ 7.1%
公債費 ▲ 9.6%
普通建設事業費 ▲36.9%
物件費・維持補修費 ＋ 2.0%
補助費 ＋65.1%
積立金他 ＋39.7%
繰出金 ▲61.5%

義務的経費

47.8%

投資的経費

5.0%

消費的経費

38.5%

その他の経費

8.7%

人件費

255,285 

扶助費

155,257 

公債費

147,246 
普通建設事業

費

50,286 

物件費・維持補修費

167,022 

補助費

282,487 

積立金他

29,512 
繰出金

79,305 

(単位：万円)

１１６億 ６，４００万円



２ 予算の概要について

５

（４）歳出予算（目的別）（一般会計）
議会費

11,364 

総務費

131,702 

民生費

370,435 

衛生費

110,552 

労働費…

農林水産業費

46,980 

商工費

34,606 

土木費

135,451 

消防費

57,866 

教育費

107,367 

公債費

147,246 

諸支出金

1,969 

予備費

9,243 

１１６億 ６，４００万円

(単位：万円)

前年度比較
（令和5年度当初予算額との比較）
議会費 ▲ 0.1%
総務費 ＋15.2%
民生費 ＋ 5.7%
衛生費 ＋ 5.2%
労働費 ＋15.2%
農林水産業費 ＋23.9%
商工費 ▲23.0%
土木費 ▲ 2.4%
消防費 ▲11.7%
教育費 ▲19.2%
公債費 ▲ 9.6%
諸支出金 ▲86.2%
予備費 ＋10.8%



２ 予算の概要について

６

（５）まちの貯金（基金）残高の推移
令和６年度末基金現在高見込み

３６億３，５００万円（令和６年度当初予算の基金繰入後額）

1,603 1,610 1,618 1,445 
1,046 

2,897 3,034 3,073 
2,846 

2,589 

0

1,000
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（
単
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：
百
万
円
） （年度）

その他基金

財政調整基金

4,500 4,644 4,691
4,291

3,635



２ 予算の概要について

７

（６）まちの借金（町債）残高の推移（全会計）

28,461

27,227

25,179

23,730

22,064

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

R2 R3 R4 R5 R6

（
単
位
：
百
万
円
） （年度）

＜グラフの補足説明＞
令和４年度末までは決算額、
令和５年度は決算見込み額

令和６年度末町債現在高見込み ２２０億 ６，４００万円



２ 予算の概要について

８

17.2
17.6

16.7

15.9

14.9 15.1 14.9
14.0

16.0

18.0

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

実質公債費比率

（年度）

（％）

（地方債協議制から許可へ移行）

（７）実質公債費比率の見通し（財政指標）



３ 予算の施策体系

分野（１）産業・仕事に「寄り添う」まちづくり分野（１）産業・仕事に「寄り添う」まちづくり

分野（２）交流・移住定住に「寄り添う」まちづくり分野（２）交流・移住定住に「寄り添う」まちづくり

分野（３）健康・福祉に「寄り添う」まちづくり分野（３）健康・福祉に「寄り添う」まちづくり

分野（４）子ども・子育てに「寄り添う」まちづくり分野（４）子ども・子育てに「寄り添う」まちづくり

分野（５）教育・スポーツ・文化活動に「寄り添う」まちづくり分野（５）教育・スポーツ・文化活動に「寄り添う」まちづくり

分野（６）環境・暮らしに「寄り添う」まちづくり分野（６）環境・暮らしに「寄り添う」まちづくり

分野（７）対話による協働のまちづくり・行財政運営の構築分野（７）対話による協働のまちづくり・行財政運営の構築

...P１０

...P１５

...P１９

...P２３

...P２７

...P３０

...P３５

９



（１）産業・仕事に「寄り添う」まちづくり①

産業振興支援事業

町内で創業にチャレンジする制度を強化し、中小企業者・小規模企業者を支援

拡充拡充

○産業振興支援補助金で創業を重点的に支援等を実施
＜主な拡充内容：創業支援通常分 上限額３０万円 ⇒ ５０万円、

地域内経済循環促進分 上限額１００万円⇒ １５０万円＞

企業人財確保支援事業

町内事業者のインターンシップ活用を促進し、総合的に人財確保を支援

新規新規

ポイントポイント

【ステップ①】
ジョブパーク等と
連携し、町内事業者
向けセミナーを開催

【ステップ②】
魅力的な就業体験づくり支援と、
学生と町内事業者とをマッチング
するイベント等を開催

【ステップ③】
就業体験実施町内事業者

の経費を一部支援
（学生の旅費等）

与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！

与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！

１，３２０万円

５０万円

１０

与謝野町中小企業振興基本条例



（１）産業・仕事に「寄り添う」まちづくり②

織物振興対策事業

既存の生産基盤整備を後押しする等、町内事業者の事業継続を支援

拡充拡充

○町内事業者が行う織機の新設・増設・改修等を支援を拡充
＜主な拡充内容：新設・増設の場合：補助率１／３⇒１／２＞

○織物技能訓練センターで織場での即戦力を育成する
座学織機の基本操作の習得まで行う指導を実施

与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！

商工会助成事業

町内事業者の事業継続を支援するため、地域の総合経済団体との連携を強化

○商工会の経営支援員による伴走支援 等

与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！

２，４７０万円

２，１３６万円

１１



（１）産業・仕事に「寄り添う」まちづくり③

地域資源を活用した企業誘致推進事業

与謝野町企業誘致戦略に基づき町内の空き家・空き工場を活用した
比較的規模の小さな企業誘致を推進

ポイントポイント 与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！

企業立地支援事業

与謝野町企業誘致戦略に基づき町外企業等の町内への企業立地を促進

○企業の新規立地や工場増設等を支援
与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！与謝野町中小企業振興基本条例の基本的施策を具現化！

新規新規

【ステップ①】
ふるさと起業支援
プロジェクトを創設
（クラウドファンディング型

ふるさと納税を活用）
【アドバイザーの採用】

【ステップ②】
同プロジェクトを活用

した企業誘致活動を実施
（空き家・空き工場の調査・希望
企業と調整、募集（情報発信））

【ステップ③】
進出起業家（企業）

への創業支援

３４０万円

４２８万円

地域力創造アドバイザーと連携地域力創造アドバイザーと連携

１２



（１）産業・仕事に「寄り添う」まちづくり④

自然循環農業推進事業

自然循環農業を含めた新たな「与謝野環境保全型農業拡大戦略」を策定

１，３９０万円

ポイントポイント

○環境保全型農業拡大戦略の策定

・策定に向けた地域資源調査を実施

【拡大戦略のイメージ】⇒ 取組階層化と規格設定・認定、その情報発信等を実施

○京の豆っこ米等の特色ある農業（生産～販売）に取組む農業者・農業団体を支援

農地保全推進事業

農業の持続的発展等により農地保全を推進

１億１，９７６万円

○農業・農村の有する多面的機能の維持・発展を図るため、地域の共同活動を支援

拡充拡充

環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！

環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！

有機農業

自然循環農業

減農薬・減化学肥料

階層イメージ

１３



（１）産業・仕事に「寄り添う」まちづくり⑤

森林整備事業

森林環境譲与税と豊かな森を育てる府民税を活用した森林の保全と整備

１，１４９万円

ポイントポイント

○農林業振興事業費補助金事業（搬出間伐への支援で森林資源の循環を促進）
○林業新規就労者への支援事業（新規雇用で必要な一時的な負担を一部支援）

※安全講習やヘルメット等の装備品購入に対し１０万／人を補助

○森林普及・木材普及等に資する活動への支援事業 ※１事業あたり上限５万を補助

有機物供給施設管理運営事業

与謝野町産の京の豆っこ肥料を安定供給

５，４１０万円

○自然循環型農業の根幹施設である有機物供給施設の管理運営を実施

拡充拡充

環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！

環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！

１４



（２）交流・移住定住に「寄り添う」まちづくり①

観光地域づくり支援事業

体験交流型の観光地域づくりを推進するため、
ちりめん街道滞在交流マスタープランを改訂

拡充拡充

ポイントポイント

○与謝野でしか味わえない貴重で豊かな時間を過ごせる滞在・体験交流が
できるコンテンツの造成等を実施

２，４２１万円

与謝野駅周辺まちづくり計画事業

地域団体等と役場が一体となって駅周辺まちづくりプラン（仮称）を策定

ポイントポイント

○検討委員会を設置し、駅周辺のまちづくりの方向性や駅待合環境の整備等を検討
○万博×与謝野駅１００周年を機会に、人・なりわい・歴史を活かしたまちづくりを推進

※地域団体（与謝野駅１００周年実行委員会）との新たな地域協働の取組を推進

令和７年７月３１日の与謝野駅１００周年に向けて令和７年７月３１日の与謝野駅１００周年に向けて

新規新規 ２５万円

１５



（２）交流・移住定住に「寄り添う」まちづくり②

クアハウス岩滝管理運営事業

天の橋立岩滝温泉を利用した住民の健康増進・回復と
地域活性化を推進

○安全第一に管理運営するとともに、庁内連携による健康教室等を実施

１億２５８万円

リフレかやの里管理運営事業

施設の維持管理等と、本館施設の令和７年度中の再開（事業化）を目指す

ポイントポイント

○本館施設：専門家と連携した民間活力導入に向けた提案事業者との対話により運営事業案等を作成
○農産加工施設：大型ジューサー等の機器更新を支援

１，０６０万円

対話による民間活力の導入は、本町では「初」となる取組対話による民間活力の導入は、本町では「初」となる取組

１６



（２）交流・移住定住に「寄り添う」まちづくり③

移住・定住総合サポート事業

移住・定住サポート総合窓口を設置するとともに、
移住から定住までの各段階で必要な支援等を提供

拡充拡充 ９８８万円

ポイントポイント

○ハローワーク等関係機関との連携強化や移住者交流会を開催
○町外の生徒がまちをフィールドに探求学習等を行う体験型学習旅行を誘致

※体験型学習旅行の受入先の学校と役場との協定を締結（令和６年４月４日）

地域と連携した移住支援事業

地域おこし協力隊と地域団体と役場との連携による移住支援を実施

ポイントポイント

○地域おこし協力隊（個人事業主委託契約）：山田地区で移住相談や地域ＰＲ等を実施
※地域おこし協力隊（個人事業主）をサポートするため、地域団体と役場との協定を締結予定（令和６年７月頃）
※地域団体（与謝野駅１００周年実行委員会）との新たな地域協働の取組を推進

令和７年７月３１日の与謝野駅１００周年に向けて令和７年７月３１日の与謝野駅１００周年に向けて

新規新規 ３１５万円

１７



（２）交流・移住定住に「寄り添う」まちづくり④

空家流動化促進事業

流動化できる空き家（物件）を把握し、空家の流動化を促進

２３０万円

○空家所有者への働きかけ
【対応例】…アンケート回答者への電話等での直接的な働きかけを実施

○空家活用型出店支援
※観光地域づくり事業と連携し、ちりめん街道内の空家活用型の出店を支援

よさの住宅新築支援事業

町の分譲宅地を購入し新築される方を支援する補助制度を新たに創設

ポイントポイント

○令和６年４月１日以降に与謝野町の分譲宅地を購入し、住宅の新築に要する経費を支援
＜【町の分譲宅地】…日吉ヶ丘団地９区画、寺田団地１区画、福井小井根団地３区画＞

○補助金額 上限額３１０万円（最大）

＜基本額２００万円＋町内建築業者加算２０万円＋子育て世帯加算８０万円＋移住特区加算１０万円＞

新規新規 ３１０万円

最大３１０万円を支援！ 町内在住の定住希望者も支援！最大３１０万円を支援！ 町内在住の定住希望者も支援！

１８



（３）健康・福祉に「寄り添う」まちづくり①

地域医療人材確保事業

「京都府立医科大学附属北部医療センター」に勤務する地域医療人材を確保

○北部医療センターに従事する意思を有する「医学生・看護学生」に修学等に
要する資金を貸与

○北部医療センターに就業する「医療技術者」に本人が返還する奨学金の一部
を支援

６７９万円

がん検診受診推進事業

がんの早期発見、早期治療の推進

○胃がん検診など国が定める検診に加え、町独自に前立腺がん検診を実施（自己負担なし）

４，００６万円

１市２町の協調事業１市２町の協調事業

１９



（３）健康・福祉に「寄り添う」まちづくり②

つながるこころささえる事業

孤独・孤立等の問題を抱える方を支える社会を目指すための取組を推進

拡充拡充 ２７万円

○悩みを抱える人に気づき、目配り、気配りができる「ゲートキーパー」を養成する講座等を実施
○町における孤独・孤立対策を検討するためのアンケート基礎調査を実施

※ 令和６年４月１日から「孤独・孤立対策推進法」が施行

認知症伴走型支援事業

認知症の方やその家族を支える体制をより充実するため、
認知症に特化した伴走支援拠点を整備ポイントポイント

○新たな相談窓口として町内認知症対応型グループホームで、日常的な生活相談や効果的な
介護方法等の相談対応を認知症ケアに携わる専門職員が対応
＜役場への認知症相談件数：平成１８年＜１３件／年＞⇒令和４年＜７４６件／年＞ 約５８倍＞

新規新規 １５０万円

２０



（３）健康・福祉に「寄り添う」まちづくり③

障害児通学支援事業

保護者の負担軽減と児童の自立通学を促すため、
聴覚障害がある児童の通学・通園支援を実施ポイントポイント

○聴覚に障害があることにより京都府立聾学校舞鶴分校へ通学・通園する児童に、支援員を派遣し、
与謝野駅から学校までの通学・通園を支援

新規新規 ７９９万円

障害者就労応援事業

一般企業等への就労に向けて、町所管施設で就労を体験する機会を提供

○障害者就労支援機関と連携し、障害者雇用の理解と促進を図るとともに、就労移行支援、
就労継続支援Ａ型・Ｂ型の利用者を一般企業への就職に繋げる

１０６万円

２１



（３）健康・福祉に「寄り添う」まちづくり④

介護人材育成・確保事業

○町内で介護福祉士の業務に従事しようとする方に、修学に要する資金を貸与
○介護人材確保のため、外国人福祉人材受け入れの支援を実施

２１６万円

生活支援体制整備事業（介護保険特別会計）

○生活支援コーディネーターを設置し、高齢者参加による地域の支え合い体制づくりを推進

権利擁護支援体制整備推進事業拡充拡充

○成年後見サポートセンターの設置により、専門的・継続的な視点からの支援を実施
○成年後見制度、福祉サービス利用援助事業等の普及啓発、制度利用に伴う支援を実施
○担い手不足の解消のため、権利擁護支援に関わる人材養成研修を実施

５８１万円

４１万円

２２



（４）子ども・子育てに「寄り添う」まちづくり①

認定こども園施設整備事業

就学前保育環境の格差を解消するため、
保留となっていた新園舎整備を推進ポイントポイント

○石川保育所周辺の取得予定用地の不動産鑑定を実施
（住民との対話を重ねた与謝野町幼保連携型認定こども園整備計画（基本構想）
を令和５年度末に策定予定）
※ 令和９年度中の完成予定

新規新規 ６１万円

小規模保育事業

生後１０カ月までの幼児の受入環境を拡充

○０歳児～２歳児（３歳未満児）を家庭的保育に近い雰囲気できめ細かな保育を実施
＜定員 令和５年度：１２名 →令和６年度：１９名 【７名増加】＞

３，３１２万円

２３



（４）子ども・子育てに「寄り添う」まちづくり②

次代を担う子どもの健康の保持・増進を図るため、
子育て支援医療の対象を高校生まで拡大

拡充拡充 ５，６４２万円子育て支援医療事業

ポイントポイント

○令和６年４月診療分から助成対象 高校生相当年齢（１６歳～１８歳）
＜入院・通院 【現在】３割負担 ⇒ ２００円／１医療機関／月＞

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を一体的に提供

拡充拡充 ４，９９７万円子育て世代包括支援センター事業

ポイントポイント

○町独自に「出産準備応援金」１０万円を支給（妊娠２４週以降）
○府と連携した「出産・子育て応援給付金」を妊娠中と産後に各５万相当のギフト贈呈
○ショートステイ型の産後ケアや、気軽に相談できる各種相談メニューなど切れ目ない支援を実施

２４

子育て環境日本一へ！安心して子育てできる社会を目指して子育て環境日本一へ！安心して子育てできる社会を目指して



（４）子ども・子育てに「寄り添う」まちづくり③

放課後児童健全育成事業

児童の健全な育成を図るため、校外生活の場を拡充

７，０１３万円

キッズステーション事業

子どもたちの居場所づくり、遊び場づくり等の地域団体等の取組を支援

○地域が子育てを行うため、子ども（小学生）を対象とした居場所づくり、遊び場づくり、
地域住民との触れ合いの場づくり等の拠点を設置
＜町内８か所【令和６年２末現在】＞

４６０万円

拡充拡充

ポイントポイント

○新たな民間事業者による運営に切り替え、学童保育所を運営
＜定員 令和５年度：２２５名→ 令和６年度：２４５名 【２０名増加】＞

○保護者等に子どもの入退室を知らせる入退室管理システムを導入する等、保育サービスを充実

２５



（４）子ども・子育てに「寄り添う」まちづくり④

地域生活支援事業

子どもの健全育成のため、
心理発達を専門とする相談員が保育教育現場で巡回相談等を実施

○相談員による保育教諭等への支援、発達検査後の保護者面談など伴走支援を実施
○園児ケアなど保育士の技術向上のため研修会を実施

２，９９０万円

家庭支援事業

不登校や発達障害、子育てに対する不安等のある
児童・保護者を対象とした相談機関を設置

○家庭からの連絡を受け、臨床心理士等がカウンセリング・発達検査等を役場内で実施

１，０１２万円

２６



（５） 教育・スポーツ・文化活動に「寄り添う」まちづくり①

学校教育振興事業拡充拡充 ２，２９５万円

○各校のネットワーク環境を改善するため、高速大容量ネットワークを構築

○タブレット端末を使用した学習時にネットワーク遅延を回避するため、校内のＩＣＴ環境を充実

高校魅力化推進事業

町内唯一の高校「宮津天橋高校加悦谷学舎」と協働し地域貢献人材を育成

拡充拡充 ４５０万円

○産業観光課が実施する「企業人財確保支援事業」を活用し、高校生の就業体験等を実施

○学校・地域・行政の協働で「与謝野町高校魅力化ビジョン（令和７年度～９年度）」を改訂

２７

（学校給食センター施設整備事業 予算案削除）



（５） 教育・スポーツ・文化活動に「寄り添う」まちづくり②

地域学校協働活動推進事業

岩滝地域の小学校と野田川地域の小中学校に学校運営協議会を新たに設置

○学校運営協議会を設置し、学校の目標などを共有するとともに地域学校協働活動を一体的に推進

１５５万円拡充拡充

スポーツイベント運営支援事業

○よさの大江山登山マラソン、与謝野町駅伝大会等のスポーツイベントの開催を支援

２９９万円

生涯学習支援事業

○文化芸術に触れる機会づくりの提供、よさのみらい大学（リベラルアーツコース）を開催

３８９万円

２８



（５） 教育・スポーツ・文化活動に「寄り添う」まちづくり③

文化財保護事業

旧尾藤家住宅国重要文化財指定記念事業を開催（４月２０日）

拡充拡充 １，４４７万円

○旧尾藤家住宅でトークセッションや音楽会などを開催

古墳公園管理運営事業

○国史跡の蛭子山古墳と作山古墳を整備した古代歴史公園の管理運営

○「はにわ資料館」空調設備の改修を実施

１，４１６万円

■指定建物 ８棟
主屋：慶応元年(1865)
奥座敷：江戸末期
(大正末期増築)
内蔵：慶応元年(1865)
新座敷：昭和５年
(1930)
雑蔵：文化13年(1816)
文久３年(1863)移築
新蔵：明治後期
奥蔵：明治21年(1888)
米蔵：明治後期

国重要文化財に指定

旧尾藤家住宅祝 指定日
令和６年１月１９日

２９



（６）環境・暮らしに「寄り添う」まちづくり①

よさの住環境改善省エネ家電買替応援事業

電気代等の高騰に伴う家計負担を軽減するとともに、家庭における地球温暖化防止対策を推進

ポイントポイント

○町が認める省エネ基準達成率１００％以上の家電製品への買替費用の一部を補助
・町内に本社を有する店舗から購入した場合 ⇒ 「５万円」 を上限に１／３（補助率）を補助
・ 〃 本社を有しない店舗 〃 ⇒「２．５万円」を上限に１／６ 〃

（町内家電販売店等）

新規新規 ７，０７６万円

環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！

一般廃棄物処理事業 １億５，８５５万円

○ごみ総排出量の抑制を図るため、
啓発活動：町民や事業所等の適正なごみ処理や収集分別の意識向上に向けた啓発等を実施

新たな取組例…雑がみ保管袋（啓発を兼ねた）を各戸配付し、雑紙の分別を推進など
適正処理：円滑なごみ収集運搬と宮津与謝クリーンセンターでの適正なごみ処理を実施

環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！

拡充拡充

３０



（６）環境・暮らしに「寄り添う」まちづくり②

地球温暖化防止推進事業

低炭素社会の実現に向けて、住民等の地球温暖化防止等の取組を支援
ポイントポイント

○薪ストーブの設置を支援
＜新たな薪ストーブ購入設置費用の一部を補助⇒「２０万円」を上限に１／３（補助率）を補助＞

○地球温暖化防止の意識醸成
・町民向け環境ドキュメンタリー映画会等を開催
・自然に優しい素材の「ごみ袋（無料配付）」を使った気軽に参加できる清掃ボランティア活動

（ちょこっとボランティア）を推進

新規新規 １２６万円

環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！

建設発生土処分場建設事業 ２，７４０万円

環境活動推進事業

○阿蘇海の日事業「阿蘇海フェスタ」を開催（７月予定）

○新たな指定処分地を確保し、建設発生土の適正処分と資源の再利用を促進

３３２万円

環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！環境共生コミュニティ総合対策として新たに始動！

拡充拡充

３１



（６）環境・暮らしに「寄り添う」まちづくり③

住宅等耐震化事業 ５００万円拡充拡充

今後の地震に対する備えとして、
国・府と協調し耐震化支援制度を緊急的に拡充

ポイントポイント

＜木造住宅耐震化支援＞ 耐震改修の補助基本額 １８０万円に引き上げ
〃 補助率 １／３に引き上げ

＜耐震シェルター設置支援＞ 設置の補助基本額 ３０万円
〃 補助率 ３／４

令和６年度～７年度の時限的拡充 自己負担を軽減令和６年度～７年度の時限的拡充 自己負担を軽減

災害・危機管理対応事業 ３３５万円

＜応急給水設備の整備＞ 応急給水設備を５基配備（４基拠点避難所用＋１基訓練等に使用）
＜保存食等の更新＞ アルファ米 １，７００食

拡充拡充

災害時に生命・健康維持のために必要な資機材を備蓄・配備

３２



（６）環境・暮らしに「寄り添う」まちづくり④

道路新設改良事業、河川改修事業 １億３,７４５万円

５，０４８万円

○令和５年台風第７号により渓流内に土砂が堆積した箇所に治山ダムを設置（岩屋地内）

箇所例（道路）箇所例（道路）

○清水谷線道路改良工事（岩滝地内）
（通学路整備事業）

工事概要：道路築造、函渠工、側溝工

箇所例（河川）箇所例（河川）

○奥山川調節池測量設計業務委託（三河内地内）
（流水治水（常習浸水地）対策）
業務概要：用地測量、土質調査、詳細設計

災害に強い森づくり事業（治山事業）

３３



（６）環境・暮らしに「寄り添う」まちづくり⑤

屋外体育施設整備事業 ６００万円

○大江山運動公園（グラウンド内）※に大型車両が進入できるよう進入路の改良を実施
※原子力災害に係る広域要領により避難退域時検査場所の候補地に位置付け

京都丹後鉄道利用促進対策事業

○住民の豊かな暮らしを支える「生活の足」として日常の移動手段を維持・確保
○安全性向上のため鉄道軌道施設整備と鉄道輸送の維持・確保等を支援

８，４２１万円

地域内公共交通確保維持事業

○幹線系統から離れた地域に住む町民の移動手段の確保と利便性を向上
○野田川・加悦地域の町営バス、予約型乗合交通（よさの乗合交通）の取組を推進

２，０４９万円

３４与謝野町地域公共交通計画



（７）対話による協働のまちづくり・行財政運営の構築①

自治体ＤＸ推進のためのアナログ点検・見直し事業

ポイントポイント

○デジタル規制改革推進の一括法に伴う例規改正を実施
○例規改正に伴う必要な事務等の見直しを検討

新規新規 ４４０万円

行財政改革推進事業

○職員と外部委員による事務事業評価を実施
○無作為抽出方式を活用した住民参画による事務事業評価を実施

３５３万円拡充拡充

持続可能な行財政基盤を確立

町民の利便性向上や町役場の業務自体を
これまでの姿から変革に向けた取組を推進

３５



（７）対話による協働のまちづくり・行財政運営の構築②

広報・広聴事業

○広報誌、町ホームページ、ＳＮＳ（町公式ＬＩＮＥ等）を活用した情報発信
○３つの「み」をテーマに住民の声を聴く「町長トーク」を実施

８６９万円

ふるさと納税事業

○庁内一丸となって、ふるさと納税額「１億円」に取組み歳入を確保
・東京丹後人会等のイベントで返礼品のトップセールスやＰＲを実施
・返礼品を拡充するため、地域おこし協力隊や職員による事業者の相談対応や登録支援を実施

５，６０４万円

町有財産管理・活用事業

○未利用などの町有財産の売却・貸付を行い歳入を確保
○官民連携アドバイザーと連携し、利活用に向けたサウンディング調査等を実施（旧与謝小学校）

９１３万円

拡充拡充

３６与謝野町公式LINE



（７）対話による協働のまちづくり・行財政運営の構築③

対話と協働によるまちづくり事業

地域の課題解決に向けて、多様な主体による協働のまちづくりを推進
ポイントポイント

○地域コミュニティの推進
・地域の課題解決に向けた対話の場づくり等の活動を伴走支援

○地域人財の育成
・無作為抽出方式を活用した住民参画による対話・意見交換会を実施
・地域協働に係る研修会を実施
・府・丹後ＮＰＯパートナーシップセンター等との連携

（多様な主体による協働のまちづくり推進指針策定予定令和５年度末に策定予定）

新規新規 １，０４３万円

人権啓発事業 ２４１万円拡充拡充

多様性を尊重し合う共生社会づくりの実現に向けた理解を促進

○多様性の理解を促進するための企業向け研修会等を実施
○新たにパートナーシップ制度を導入するとともに、ＬＧＢＴＱに係るメール相談を実施

３７

多様な主体による
協働のまちづくり推進指針



第２次与謝野町総合計画後期基本計画実施計画（R6-R8）

１．実施計画とは
実施計画は、「第2次与謝野町総合計画後期基本計画」（令和4年度策

定）の基本計画に定めた施策を推進するため、向こう３ヵ年に実施すべき
主な事業を取りまとめたもので、毎年度ローリング方式※により見直しを
行います。
ただし、社会経済情勢や様々な調整により、事業実施予定年度が前後す

る場合があるほか、新規事業の立ち上げや実施予定事業の廃止をする場合
もあります。
※現実と長期計画のズレを埋めるために、施策・事業の見直しや部分的な修正を、毎年転がす
ように定期的に行っていく手法。

３８

２．計画期間
実施計画の計画期間は、

令和６年度（2024）から
令和８年度（2026）まで
の３年間です。

３．実施計画の対象事業
実施計画では、基本施策を具体化するために町が予算に計上して行う主

要な事業を分野ごとに掲載します。

第２次与謝野町総合計画後期基本計画実施計画の詳細は、下記ＱＲコー
ドからご覧ください。

第２次与謝野町総合計画後期基本計画

実施計画
＜令和６年度～令和８年度＞

令和６年３月
与謝野町


